
 

 
「愛知県新型インフルエンザ対策行動計画」改定のポイント 

● 病原性が高い新型インフルエンザの発生・流行に備えた計画とするが、病原性・感染力の程度等に応じて、適切な対策の選択、又は適切な対策への切り替え 

   ・平成 21 年 4 月に発生した新型インフルエンザ対策の経緯等を踏まえ、ウイルスの特徴（病原性・感染力）に関する情報が得られ次第、その程度に応じた対策に切り替え 

● 県レベルでの発生段階を定め、その移行について県が判断することで、地域での医療提供や感染拡大防止策等に柔軟に対応 

   ・県における感染拡大の状況に応じ、感染拡大防止対策から、被害の軽減のための医療体制確保等に対策を切り替える。 

● 外来診療の役割分担の明確化 

   ・発生早期に設置する専門外来として従来の「発熱外来」を「帰国者・接触者外来」に改め、発熱だけでなく、渡航歴等により受診対象者を絞り込み 

《未 発 生 期》 

新型インフルエンザが発生していない状態 

《海 外 発 生 期》 

海外で新型インフルエンザが発生した状態 

《国内発生早期》 
 

いずれかの都道府県で患者

が発生したが、全ての患者の

接触歴が疫学調査で追うこと

のできる状態 

《国内感染期》 

 
いずれかの都道府県で患者の

接触歴が疫学調査で追うこと

のできなくなった状態 

《県内未発生期》 
 

県内で新型インフルエンザの患者が発生 

していない状態 

《県内発生早期》 
 

県内で患者が発生したが、患者の接触歴が疫

学調査で追うことのできる状態 

《県内感染期》 
 

県内で患者の接触歴が疫学調査で追うこと

のできなくなった状態 

《小 康 期》 
患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態 

国 内 
発生に備えた準備 
・知事を本部長とする「愛知県新型インフルエンザ対策本部」を設置 
・業務継続計画の策定、マニュアルの整備  
・インフルエンザの流行状況把握等のサーベイランスの実施 
・発生時の地域の医療体制確保のため協議、確認 
・県内感染期に備え、抗インフルエンザウイルス薬を備蓄 
・市町村等と協力して、パンデミックワクチン接種体制の構築  
（トリ－ヒト感染関連事項は別途まとめる。） 

県内発生に備えた医療体制等の整備 
・「帰国者・接触者外来」を設置、受診対応（「発熱外来」から名称変更、設置時期前倒し） 
・保健所に「帰国者・接触者相談センター」を設置、有症者のトリアージを実施  
・患者・入院患者の全数把握体制の開始（サーベイランスの強化）  
・患者への対応（入院措置等）や濃厚接触者への対応（外出自粛要請等）の準備 
・保健所等に相談窓口を設置し、住民からの問い合わせに対応  
・社会機能維持に関わる事業者に事業継続に向けた準備等について周知  

感染拡大防止策の準備 
・相談窓口体制の強化  
・県民への情報提供体制の強化  
・医療機関、医療従事者への情報提供の実施  

 

県
内 

未
発
生
期 

積極的な感染拡大防止策の実施 
・患者の入院措置、濃厚接触者への外出自粛要請等を実施  
・患者のいる地域での集会等の自粛を要請  
・学校・保育施設等の臨時休業等を要請 
・患者・入院患者を全数把握、学校等での集団発生の把握を強化  

県
内 

発
生
早
期 

被害軽減を主目的とした対策の実施 
・専門家の意見を踏まえ、国と協議の上で県内感染期への移行を決定、周知 
・一般の医療機関での診療に切り替え（「帰国者・接触者外来」の廃止） 
・患者の入院勧告の中止（軽症者は自宅療養、重症者は入院） 
・患者・入院患者の全数把握を中止（サーベイランスの縮小） 
・必要に応じて、県の備蓄する抗インフルエンザウイルス薬を放出  
・パンデミックワクチンの供給開始しだい接種を開始（発生段階に関わらない） 
・感染拡大防止策の縮小、社会機能維持のための各種対策実施 

県
内 感

染
期 

流行の第二波に備えた準備 
・学校・保育施設等の臨時休業や集会の自粛の解除等の目安を周知  
・対策に関する評価を行い、計画等の見直しを実施  
（・引き続きパンデミックワクチン接種を継続）  

発   生   段   階 主   な   対   策 
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